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○大規模小売店舗の変更に関する届出に対する市
　町村の意見…………………………………………（商工政策課）２
○地籍調査に関する事業計画の決定………………（農村計画課）２
○土地改良区の役員の就任の届出…………………（農村整備課）３
○土地改良区の役員の就退任の届出（10件）……（　　〃　　）３
○土地改良区の定款変更の認可……………………（　　〃　　）９
　　　教育長訓令
○教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令………………………９
　　　正　　　誤
○令和元年５月23日付け県公報（第６号）中………………………９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○生活保護法に基づく医療機関の指定……………（福祉保健課）１
○指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定…（障がい福祉課）１
○林業用種苗生産事業者の登録……………………（森林経営課）１
○道路の供用の開始…………………………………（道路保全課）２
○道路の占有を制限する区域の指定………………（　　〃　　）２
　　　公　　　告
○軽油引取税に係る免税証の無効公告（２件）………（税務課）２

告　　　　　示

宮崎県告示第64号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条（中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶…
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項…
においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、…
医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のと…
おり指定した。… …
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　　称 所　　在　　地 指定年月日

エイト薬局 都城市八幡町４街区18
号

令和元年５月１日

なないろ薬局緑ヶ
丘店

延岡市緑ヶ丘２丁目９
番５号

令和元年５月１日

ハラダ調剤薬局鶴
町店

日向市鶴町３丁目６番
16号

令和元年５月１日

くもん整形外科　
スポ－ツ・骨関節
クリニック

延岡市緑ヶ丘２丁目９
番９

令和元年５月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第65号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定により、精神通院医療
を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第66号
　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、
次のとおり林業用種苗生産事業者の登録をした。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　称 所在地 担当する医療
の種類

指　定
年月日

串間中央クリニック 串間市 精神通院医療 令和元年
６月１日

エイト薬局 都城市 薬局 令和元年
６月１日

かぐら調剤薬局下北方店 宮崎市 薬局 令和元年
６月１日

訪問看護ステーションＣ
ａｌｍ 宮崎市 訪問看護 令和元年

６月１日

訪問看護ステーション　
ほのか 宮崎市 訪問看護 令和元年

６月１日

訪問看護ステーションふ
れあい 宮崎市 訪問看護 令和元年

６月１日

登録

番号

生産事業者の氏名

又は名称及び住所

生産事業の内容 事業所の名称

及び所在地　種穂 苗　木

1353 弓削　訓通
日南市北郷町郷之
原乙2153番地

採取
・精
選

幼苗の育
成・幼苗
以外の苗
木の育成

弓削　訓通
日南市北郷町郷之
原乙2153番地

1354 株式会社竹永通商
都城市五十町1531
番地18

採取 幼苗の育
成

株式会社竹永通商
都城市五十町1531
番地18
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宮崎県告示第67号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和元年６月６日から同年同月20日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第68号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第37条第１項の規定により、次
のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。
　なお、関係図面は、令和元年６月６日から同年同月20日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　道路の種類及び路線名並びに占用を制限する区域

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

国道 219号 西都市大字
中尾字的場
 532番９か
ら同市同大
字同字 532
番３地先ま
で

令和元年６月６日

道路の種類 路線名 占用を制限する区域

国道 219号 西都市大字中尾字的場 532番９から同
市同大字同字 532番３地先まで

２　制限の対象とする占用物件
　　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占
　用を認められた電柱の更新又は移設によるもの及び県が認めた仮
　設電柱を除く。）
３　占用を制限する理由
　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場
　合における被害の拡大を防止するため。
４　占用の制限の開始の期日
　　令和元年６月21日

公　　　　　告

　宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第76条第１
項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が
あったので、当該免税証は無効とする。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　免税証の種類
　　 200ℓ券３枚

２　用途
　　農業等
３　記号及び番号
　　 200ℓ券Ｈ 3805460～Ｈ 3805462
４　有効期間
　　平成30年６月１日から平成31年５月31日まで
５　免税証に記載した販売店の名称
　　都城農業協同組合　沖水給油所
６　紛失年月日
　　平成30年９月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第76条第１
項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が
あったので、当該免税証は無効とする。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　免税証の種類
　　 200ℓ券１枚
２　用途
　　農業等
３　記号及び番号
　　 200ℓ券Ｈ 3805215
４　有効期間
　　平成30年６月１日から平成31年５月31日まで
５　免税証に記載した販売店の名称
　　都城農業協同組合　沖水給油所
６　紛失年月日
　　平成30年10月下旬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という
。）第８条第１項の規定により、延岡市から意見を聴取したので、
当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　スーパードラッグコスモス大門店
　　延岡市大門町 246番地　外19筆
２　意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日
　　法第６条第２項の規定による届出
　　大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項の変更
　　平成31年２月28日
３　意見の概要
　　意見なし
４　意見を記載した書面の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和元年６月６日から令和元年７月８日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　国土調査法（昭和26年法律第 180号）第６条の３第２項の規定に
より、次のとおり地籍調査に関する事業計画を定めた。
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　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　調査を行う者の名称及び調査地域

調査を行う者 調　　　査　　　地　　　域

宮崎市

都城市
延岡市

日南市

小林市
日向市
串間市
西都市
えびの市
国富町
綾町
西米良村
椎葉村
美郷町
高千穂町
五ヶ瀬町
南那珂森林組合

宮崎市大字熊野・郡司分・糸原・吉野・堤内
・折生迫、清武町船引・加納・木原
都城市吉之元町
延岡市川島町、北方町地番区域未、北川町川
内名、北浦町三川内
日南市大字風田・酒谷・富土・東弁分・伊比
井・上方
小林市北西方・真方
日向市美々津町、東郷町迫野内
串間市大字奈留・本城・大平・市木
西都市大字鹿野田
えびの市大字末永・原田
東諸県郡国富町大字八代南俣・深年
東諸県郡綾町大字入野・南俣
児湯郡西米良村大字板谷・村所
東臼杵郡椎葉村大字大河内・不土野
東臼杵郡美郷町南郷上渡川・南郷中渡川
西臼杵郡高千穂町大字向山
西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡
串間市大字都井・市木

２　調査期間
　　平成31年４月１日から令和２年３月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、今町土地改良区（都城市）の役員の就任について次のとおり届出
があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
就任した役員

　（任期：令和３年３月31日まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、花ヶ島土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について次の
とおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 田　中　儀　秋 都城市今町8394番地

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 長　嶺　一　司 宮崎市花ヶ島町赤江町1340番地

理 事 田　中　幸　男
宮崎市花ヶ島町南赤江町2119番地
１

理 事 西　森　洋　光 宮崎市花ヶ島町赤江町1362番地

理 事 山　内　一　豊 宮崎市南花ヶ島町 200番地

理　　事 杉　山　　　博
宮崎市花ヶ島町南赤江町2088番地
１

理　　事 末　政　輝　弘
宮崎市花ヶ島町立野1987番地末政
アパート 101号

理　　事 中　原　孝　二 宮崎市花ヶ島町赤江町1309番地

理　　事 小田原　俊　浩 宮崎市花ヶ島町赤江町1326番地

理 事 布　施　利　男 宮崎市花ヶ島町赤江町1371番地

理 事 椎　　　恒　德 宮崎市下北方町源野5626番地１

理 事 弘　松　義　幸 宮崎市神宮東３丁目８番15号

理 事 押 川 　 巧 宮崎市大橋３丁目 220番地

理　　事 日　髙　順　一 宮崎市池内町大瀬戸4208番地

理　　事 児　玉　靜　雄 宮崎市吉村町浮之城甲92番地

監　　事 明　坂　 　生 宮崎市神宮西１丁目71番地１

監　　事 加　賀　正　浩 宮崎市下北方町戸林5289番地１

　（任期：令和３年３月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 小田原　久　典 宮崎市花ヶ島町赤江町1326番地

理 事 長　嶺　一　司 宮崎市花ヶ島町赤江町1340番地

理 事 田　中　幸　男
宮崎市花ヶ島町南赤江町2119番地
１

理 事 山　内　一　豊 宮崎市南花ヶ島町 200番地

理 事 杉　山　　　博
宮崎市花ヶ島町南赤江町2088番地
１

理 事 末　政　輝　弘
宮崎市花ヶ島町立野1987番地末政
アパート 101号

理　　事 岡　上　忠　弘 宮崎市花ヶ島町赤江町1293番地１



宮　崎　県　公　報令和 元 年 ６ 月 ６ 日（木曜日）　第 10 号

─ 4 ─

理 事 西　森　洋　光 宮崎市花ヶ島町赤江町1362番地

理 事 布　施　利　男 宮崎市花ヶ島町赤江町1371番地

理 事 椎　　　恒　德 宮崎市下北方町源野5626番地１

理 事 弘　松　義　幸 宮崎市神宮東３丁目８番15号

理 事 押　川　　　巧 宮崎市大橋３丁目 220番地

理 事 日　髙　順　一 宮崎市池内町大瀬戸4208番地

理 事 児　玉　靜　雄 宮崎市吉村町浮之城甲92番地

監 事 明　坂　 　夫 宮崎市神宮西１丁目71番地１

監 事 加　賀　正　浩 宮崎市下北方町戸林5289番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、宮崎市南部土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について
次のとおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　（任期：令和３年３月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 日　髙　勝　敏 宮崎市大字本郷南方2984番地

理 事 谷　口　忠　彦 宮崎市大字加江田3365番地２

理 事 熊　本　健　一 宮崎市大字加江田4421番地

理 事 谷　口　重　信 宮崎市大字熊野 10255番地１

理　　事 落　合　昌　広 宮崎市大字田吉1383番地

理　　事 平　木　光　雄 宮崎市大字郡司分乙 810番地

理　　事 太　田　和　廣 宮崎市大字本郷北方3734番地１

理　　事 平　原　良　一 宮崎市大字本郷北方 275番地１

理 事 蛯　原　久　秋 宮崎市大字熊野 520番地

理 事 持　原　利　春 宮崎市大字熊野 311番地１

理 事 古　川　 　範 宮崎市大字熊野1073番地２

理 事 小　倉　俊　博 宮崎市大字加江田6417番地27

理　　事 谷　口　忠　公 宮崎市大字熊野9935番地

理　　事 川　越　久　男 宮崎市大字本郷南方2691番地１

理　　事 谷　口　俊　幸 宮崎市大字郡司分甲18番地

理　　事 久　嶋　利　弘 宮崎市大字郡司分甲 265番地１

監　　事 池　内　正　則 宮崎市大字田吉 179番地

監　　事 山　根　研　一
宮崎市学園木花台北３丁目8294番
地50

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 岩　切　秀　夫 宮崎市大字熊野1399番地

理 事 日　髙　勝　敏 宮崎市大字本郷南方2984番地

理 事 鬼　束　政　成 宮崎市大字郡司分丙9576番地１

理 事 谷　口　忠　彦 宮崎市大字加江田3365番地２

理 事 吉　田　裕　俊 宮崎市大字田吉 840番地２

理 事 平　木　正　利 宮崎市大字郡司分乙 889番地

理　　事 平　原　良　一 宮崎市大字本郷北方 275番地１

理 事 熊　本　健　一 宮崎市大字加江田4421番地

理 事 谷　口　重　信 宮崎市大字熊野 10255番地１

理 事 蛯　原　久　秋 宮崎市大字熊野 520番地

理 事 佐　藤　　　律 宮崎市大字熊野 10392番地

理 事 小　倉　俊　博 宮崎市大字加江田6417番地27

理 事 谷　口　忠　公 宮崎市大字熊野9935番地

理　　事 川　越　久　男 宮崎市大字本郷南方2691番地１

理 事 小　田　　　治 宮崎市東宮１丁目 397

理　　事 新　村　安　健 宮崎市大字郡司分甲 178番地２

監 事 後　藤　純　夫 宮崎市大字本郷南方3016番地イ号

監 事 日　髙　良　文 宮崎市大字鏡洲 372番地
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　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、高原高千穂土地改良区（高原町）の役員の就任及び退任について
次のとおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、大五郎土地改良区（都城市）の役員の就任及び退任について次の
とおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、黒沢津土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次の
とおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　（任期：令和３年３月31日まで）
２　退任した役員

　（任期：令和３年３月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 温　水　義　博 小林市南西方6707番地

理 事 馬　場　幸　成 小林市南西方5559番地４

理 事 髙　城　良　一 小林市南西方6423番地１

理 事 河　野　与　一 小林市南西方5844番地１

理　　事 神　田　和　啓 小林市南西方6367番地

理　　事 神　谷　良　子 小林市南西方6992番地

理　　事 下別府　信　二 小林市南西方6643番地１

理　　事 熊ノ迫　高　夫 小林市南西方5308番地

監　　事 温　水　勝　則 小林市南西方6319番地７

監　　事 右　松　哲　郎 小林市南西方6713番地

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 馬　場　幸　成 小林市南西方5559番地４

理 事 立　野　久　二 小林市南西方6646番地

理 事 下　沖　ミチエ 小林市南西方5706番地４

理 事 髙　城　盛　義 小林市南西方5722番地３

理 事 橋　本　和　弥 小林市南西方6411番地

理 事 黒沢津　　　透 小林市南西方6560番地

理　　事 川　畑　　　政 小林市南西方6299番地６

理 事 熊ノ迫　高　夫 小林市南西方5308番地

監　　事 河　野　与　一 小林市南西方5844番地１

監　　事 温　水　勝　則 小林市南西方6319番地７

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 逆瀬川　好　正 高原町大字西麓1116番地

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 山　白　五　男 高原町大字西麓1114番地

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 児　玉　健　勝 都城市丸谷町3816番地13

理 事 齊　藤　正　信 都城市丸谷町3557番地１

理 事 西　川　典　男 都城市山田町中霧島3929番地１

理 事 崎　田　英　俊 都城市丸谷町4029番地１

理　　事 金　丸　重　明 都城市丸谷町 221番地３

理　　事 百　原　幸　雄 都城市山田町山田4589番地

理　　事 近　間　保　二 都城市丸谷町5562番地３

理　　事 畑　中　　　修 都城市丸谷町 665番地５

理 事 茶　薗　忠　信 都城市丸谷町 946番地５

理 事 大　田　一　弥 都城市野々美谷町2421番地１

理 事 竹　森　英　昭 都城市山田町中霧島3006番地２

理 事 園　田　三　雄 都城市山田町中霧島2507番地

監　　事 新　原　幹　久 都城市丸谷町 545番地
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監　　事 稲　元　秀　雄 都城市山田町山田3150番地１

監　　事 杉　山　九州男 都城市丸谷町3893番地２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、都城市高木原土地改良区（都城市）の役員の就任及び退任につい
て次のとおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　（任期：令和５年３月31日まで）
２　退任した役員

　（任期：令和５年３月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 金　丸　重　明 都城市丸谷町 221番地３

理 事 藤　村　義　博 都城市丸谷町3132番地

理 事 大　田　一　弥 都城市野々美谷町2421番地１

理 事 寺 師 　 壽 都城市野々美谷町2445番地１

理 事 近　間　保　二 都城市丸谷町5562番地３

理 事 畑　中　　　修 都城市丸谷町 665番地５

理　　事 茶　薗　忠　信 都城市丸谷町 946番地５

理 事 池　田　信　治 都城市丸谷町3871番地

理 事 百　原　幸　雄 都城市山田町山田4589番地

理 事 園　田　三　雄 都城市山田町中霧島2507番地

理 事 乙　守　利　満 都城市山田町中霧島3589番地１

理 事 竹　森　英　昭 都城市山田町中霧島3006番地２

監　　事 杉　山　九州男 都城市丸谷町3893番地２

監　　事 稲　元　秀　雄 都城市山田町山田3150番地１

監　　事 長谷場　　　平 都城市丸谷町68番地１

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 福　岡　春　良 都城市高木町4324番地

理 事 亀　田　　　寛 都城市高木町4591番地２

理　　事 野　添　政　美 都城市高木町4455番地１

理 事 松　原　照　美 都城市高木町4677番地

理　　事 吉　川　輝　美 都城市金田町2510番地１

理　　事 中　村　　　彰 都城市金田町1061番

理　　事 藤　村　兼　春 都城市太郎坊町6835番地29

理　　事 竹之下　征　秀 都城市太郎坊町71番地

理 事 大　浦　伸一郎 都城市太郎坊町1636番地１

理 事 森　木　　　稔 都城市高城町桜木 399番地２

監　　事 瀬戸山　　　巌 都城市金田町3299番地１

監　　事 島　田　　　健 都城市太郎坊町6668番地３

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 福　岡　春　良 都城市高木町4324番地

理 事 柚木崎　　　明 都城市高城町桜木 224番地１

理 事 亀　田　　　寛 都城市高木町4591番地２

理 事 野　添　政　美 都城市高木町4455番地１

理 事 松　原　照　美 都城市高木町4677番地

理 事 瀬戸山　　　巌 都城市金田町3299番地１

理　　事 吉　川　輝　美 都城市金田町2510番地１

理 事 中　村　　　彰 都城市金田町1061番

理 事 藤　村　兼　春 都城市太郎坊町6835番地29

理 事 竹之下　征　秀 都城市太郎坊町71番地

理 事 大　浦　伸一郎 都城市太郎坊町1636番地１

監　　事 森　木　　　稔 都城市高城町桜木 399番地２

監　　事 島　田　　　健 都城市太郎坊町6668番地３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、北郷町土地改良区（日南市）の役員の就任及び退任について次の
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　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、大島堰土地改良区（串間市）の役員の就任及び退任について次の
とおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

とおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　（任期：令和５年３月31日まで）
２　退任した役員

　（任期：令和５年３月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 髙　﨑　充　弘 日南市北郷町北河内 468番地

理 事 金　丸　公　貞 日南市北郷町郷之原乙4841番地１

理 事 松　田　文　雄 日南市北郷町北河内4073番地

理 事 日　高　弘　美 日南市北郷町大藤甲2085番地３

理　　事 倉　岡　広　水 日南市北郷町大藤乙1142番地

理　　事 福　田　浩　二 日南市北郷町大藤乙 521番地１

理　　事 日　髙　　　久 日南市北郷町郷之原乙4931番地

理　　事 中　津　孝　明 日南市北郷町郷之原乙2348番地１

理 事 村　中　一　朗 日南市北郷町郷之原甲3351番地

理 事 徳　井　弘　行 日南市北郷町大藤甲1420番地１

監　　事 金　倉　満　紀 日南市北郷町大藤甲2182番地

監　　事 井　野　茂　昭 日南市北郷町郷之原乙5021番地１

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 徳　尾　尚　男 日南市北郷町郷之原乙3962番地１

理 事 高　橋　紘　久 日南市北郷町北河内 232番地

理 事 甲　斐　武　治 日南市北郷町郷之原甲3694番地２

理 事 金　丸　公　貞 日南市北郷町郷之原乙4841番地１

理 事 井　野　茂　昭 日南市北郷町郷之原乙5021番地１

理 事 松　田　文　雄 日南市北郷町北河内4073番地

理　　事 日　高　弘　美 日南市北郷町大藤甲2085番地３

理 事 倉　岡　広　水 日南市北郷町大藤乙1142番地

理 事 根　井　政　市 日南市北郷町大藤甲 697番地

理 事 福　田　浩　二 日南市北郷町大藤乙 521番地１

監　　事 高　妻　哲　朗 日南市北郷町北河内4243番地

監　　事 蓑　毛　稔　治 日南市北郷町大藤乙 110番地１

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 奥　村　千扶子 串間市大字西方3216番地１

理 事 井　手　義　利 串間市寺里１丁目16番地12

理 事 武　田　　　守 串間市大字串間1670番地

理 事 谷　口　敏　弘 串間市大字西方 627番地２

理　　事 手　塚　光　治 串間市大字西方4400番地１

理　　事 河　野　良　人 串間市大字南方1639番地

理　　事 吉　岡　明　廣 串間市大字南方1864番地１

理　　事 矢　野　茂　樹 串間市大字西方6709番地

理 事 山　下　芳　数 串間市大字高松27番地

理 事 日　高　雅　和 串間市大字南方4156番地１

監　　事 武　田　盛　充 串間市大字西方7925番地３

監　　事 武　田　盛　光 串間市大字西方4484番地１

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 河　野　律　雄 串間市東町27番地１

理 事 奥　村　千扶子 串間市大字西方3216番地１

理 事 渡　辺　忠　秋 串間市大字西方1380番地

理 事 武　田　藤　夫 串間市大字串間 306番地１

理 事 福　岡　　　厚 串間市大字西方4426番地
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理 事 原　口　　　満 串間市大字西方8507番地２

理　　事 吉　元　和　良 串間市大字西方4322番地

理 事 矢　野　茂　樹 串間市大字西方6709番地

理 事 井　手　義　利 串間市寺里１丁目16番地12

理 事 安　田　敬　司 串間市大字南方 611番地

理 事 瀬治山　　　等 串間市東町25番地15

監　　事 清　水　啓二郎 串間市大字南方 635番地

監　　事 武　田　盛　光 串間市大字西方4484番地１

監　　事 世良田　　　巧 串間市大字串間1672番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、三財川筋土地改良区（西都市）の役員の就任及び退任について次
のとおり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、森田土地改良区（都城市）の役員の就任及び退任について次のと
おり届出があった。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　就任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 後　藤　俊　一 西都市大字上三財 521

理 事 関　谷　義　美 西都市大字山田 121

理 事 水　間　由　彦 西都市大字上三財6806

理 事 田　島　　　繁 西都市大字上三財 175番地２

理　　事 緒　方　一　利 西都市大字藤田 853

理　　事 金　子　雄　二 西都市大字上三財7476番地２

理　　事 河　野　　　透 西都市大字荒武15番地１

理　　事 清　　　昭　一 西都市大字下三財3314

理 事 安　藤　久　男 西都市大字下三財4190

監　　事 山　口　幸　治 西都市大字上三財2880番地33

監　　事 太　田　寛　文 西都市大字下三財7492

監　　事 齊　藤　典　男 西都市大字上三財5306番地４

２　退任した役員

　（任期：令和５年４月１日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 後　藤　俊　一 西都市大字上三財 521

理 事 井　上　俊　朗 西都市大字上三財5560

理 事 緒　方　一　利 西都市大字藤田 853

理 事 関　谷　義　美 西都市大字山田 121

理 事 田　島　　　繁 西都市大字上三財 175番地２

理 事 水　間　由　彦 西都市大字上三財6806

理　　事 金　子　雄　二 西都市大字上三財7476番地２

理 事 藤　田　孝　二 西都市大字下三財3373

理 事 河　野　　　透 西都市大字荒武15番地１

監　　事 鈴　木　宏　一 西都市大字加勢 287

監　　事 太　田　寛　文 西都市大字下三財7492

監　　事 山　口　幸　治 西都市大字上三財2880番地33

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 永　山　忠　義 都城市野々美谷町 472番地１

理 事 吹　上　五　男 都城市野々美谷町3010番地１

理 事 瀬戸山　正　一 都城市野々美谷町3274番地２

理 事 中　島　広　文 都城市野々美谷町3352番地１

理　　事 日　高　光　国 都城市野々美谷町1522番地

理　　事 来　住　正　義 都城市野々美谷町 886番地１

　（任期：令和５年３月31日まで）
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　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、一ツ瀬川筋川土地改良区（宮崎市）から平成31年３月18日付けで
申請のあった定款の変更を認可した。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 日　高　康　彦 都城市野々美谷町3035番地１

理 事 竹之下　貴　己 都城市野々美谷町2962番地

理 事 山　下　美智夫 都城市野々美谷町 465番地

理 事 加　藤　日出夫 都城市野々美谷町3311番地３

理 事 竹　迫　勝　義 都城市野々美谷町1543番地４

理 事 中　村　信　夫 都城市野々美谷町2919番地

教育長訓令

正　　　　　誤

　教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　令和元年６月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　日　隈　俊　郎
宮崎県教育委員会教育長訓令第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令
　教育財産等取扱規程（昭和61年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別記様式第６号（その５）（第14条関係）
　　［略］
　備考
　　（１）　用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ２又はＢ４とする。
　　（２）　［略］

別記様式第６号（その５）（第14条関係）
　　［略］
　備考
　　（１）　用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ２又はＢ４とする。
　　（２）　［略］

　　　附　則　　
　この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

　令和元年５月23日付け県公報（第６号）中

ページ 段 行 誤 正

３ 左 35
九州ケーズデンキ株
式会社

株式会社九州ケーズ
デンキ
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